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平
成
22
年
の
税
制
改
正
で
平
成
23
年
中
の
収
入
に
基
づ
く
所
得

税
の
算
定
か
ら

　

○
年
少
扶
養
控
除
（
16
歳
未
満
１
人
に
つ
き
38
万
円
）

　

○
特
定
扶
養
控
除
（
16
歳
以
上
19
歳
未
満
１
人
に
つ
き
25
万
円
）

が
廃
止
と
な
り
、
新
た
に
所
得
税
が
課
税
さ
れ
、
現
行
制
度
で
は

一
部
手
当
等
の
受
給
対
象
外
と
な
る
方
が
生
じ
る
た
め
、
影
響
が

生
じ
な
い
よ
う
に
、
下
記
制
度
等
に
関
す
る
条
例
、
要
綱
の
改
正

を
行
い
ま
し
た
。

福
祉
課
関
係

福
祉
事
務
所

住
民
生
活
課
関
係

（
高
齢
者
福
祉
係
）

老
人
福
祉
施
設
入
所
に
係

る
扶
養
義
務
者
負
担
額
、

緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
設
置

自
己
負
担
額

（
地
域
福
祉
係
）

障
害
者
及
び
障
害
児
福
祉

サ
ー
ビ
ス
利
用
自
己
負
担

限
度
額
、
補
装
具
費
支
給

自
己
負
担
額
、
障
害
児
者

地
域
生
活
支
援
事
業
手

数
料
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー

派
遣
事
業
手
数
料
、
自
立

支
援
医
療
自
己
負
担
限
度

額
、
特
別
児
童
扶
養
手
当

支
給
基
準

児
童
扶
養
手
当
、
特
別
障

害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉

手
当
支
給
基
準
、
母
子
生

活
支
援
施
設
自
己
負
担

額
、
助
産
施
設
自
己
負
担

額

（
保
険
係
）

特
別
医
療
費
助
成
制
度

（
ひ
と
り
親
家
庭
）

心
身
障
が
い
者
医
療
費
助

成
制
度
、
高
齢
者
は
り
・

き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
施

術
費
助
成
制
度

（
子
育
て
支
援
係
）

児
童
年
金
、
災
害
遺
児
手

当
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

手
数
料
、
保
育
料
、
ひ
と

り
親
家
庭
児
童
小
学
校
及

び
中
学
校
入
学
支
度
金
支

給
制
度

　

各
種
制
度
等
の
申
請
時
に
は
、

所
得
税
法
の
改
正
伴
う
影
響
が
な

い
よ
う
判
断
が
で
き
る
内
容
で
の

申
請
を
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
が
、

平
成
23
年
中
の
収
入
や
扶
養
条
件

が
前
年
と
変
わ
ら
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
手
当
等
の
受
給
、
手
数

料
の
金
額
に
影
響
が
生
じ
た
方
は
、

各
制
度
の
担
当
課
、
担
当
者
に
お

尋
ね
く
だ
さ
い
。

問い合せ先

福祉課（高齢者福祉係、地域福祉係）
☎73－1333

福祉事務所  　　　　　　　　　　　
☎73－1339

住民生活課（保険係、子育て支援係）
☎73－1415

扶養控除の一部廃止により
影響が生じないよう
条例などを改正しました


